
令和６年度財務定期監査（監査対象：行財政局） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

○ 意  見 

(1) 地方公務員災害補償基金に係る預金通帳、郵

便切手類の管理について 

  厚生課では、地方公務員災害補償法に基づき

地方公務員災害補償基金神戸市支部として、公

務上又は通勤による災害を受けた職員に補償

する業務を行っており、補償金の受払のための

預金口座のほか郵便切手類を管理していると

ころ、基金本部に対し、月に１回、預金残高を

残高証明とともに報告しているが、神戸市の現

金等管理マニュアルに基づく郵便切手類の毎

年度３回の所属長による定期的な点検及び預

金通帳の残高と郵便切手類の年１回の所属長

の直近上位の上司によるチェックが行われて

いなかった。 

同基金神戸市支部の財務管理については、

「地方公務員災害補償基金財務規程」及び「地

方公務員災害補償基金の資産の保管について

（通知）」等に基づき行われており、郵便切手類

についても出納簿を作成し、受払状況をその都

度記帳することになっているが、上記規程や通

知には、定期的なチェックについての規定はな

い。 

一方、神戸市の現金等管理マニュアルでは、

所属長は少なくとも毎年度３回、預金通帳の残

高の確認や郵便切手類の残数が管理簿上の残

数と一致しているかどうかを実際に数えてチ

ェックすること、及び所属長の直近上位の上司

が、少なくとも年１回、自主監査実施時に合わ

せて、自ら郵便切手類についての上記チェック

を行うことが規定されている。 

同基金に係る預金通帳の残高、郵便切手類に

ついても、事故の未然防止のため適切にチェッ

ク等を行われたい。        （厚生課） 

神戸市の現金等管理マニュアルに

基づく、郵便切手類の毎年度３回の所

属長による定期的な点検及び預金通

帳の残高と郵便切手類の年１回の所

属長の直近上位の上司によるチェッ

クが行われていなかった原因につい

ては、以下のとおりであった。 

地方公務員災害補償基金神戸市支

部の財務管理は、基金の規程（地方公

務員災害補償基金財務規程・業務規

程）および通知（地方公務員災害補償

基金の資産の保管について）に基づき

行っている。具体的には、本部への毎

月の出納報告時に、預金通帳の残高を

含む受払状況のチェックを事務長（＝

所属長）が行っているほか、郵便切手

類の管理簿を作成し、使用時に事務長

（＝所属長）がチェックを行っていた

が、定期的なチェック等については規

定されておらず、また、神戸市の現金

等管理マニュアルについても活用し

ていなかったため、起こったものであ

る。 

令和７年３月 18日、神戸市の現金

等管理マニュアルを活用し、厚生課の

定期的なチェック（年３回の所属長の

チェックおよび年１回の所属長の直

近上位の上司（＝副局長）のチェック）

を参考に、基金管理分について所属長

の確認を行った。 

今後も、現金等管理マニュアルを活

用し、チェックを行うことで、適切に

管理を行っていく。 

措置済 
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○ 指 摘 事 項 

(1) 収入に関する事務 

ア 歳入、歳出額の計上を適正に行うべきもの 

  自転車駐車場使用料について、令和５年７月

にキャッシュレス決済を導入し、決済事業者を

指定納付受託者として指定し、使用料を徴収さ

せている。指定納付受託者に支払う取扱手数料

については、使用料収入から取扱手数料を差し

引きする繰替払により支出している。繰替払の

後、手数料に一時繰り替えていた使用料収入を

歳入に補てんし、手数料を歳出に計上する手続

を行う必要があるが、行われていなかった。 

 （道路計画課） 

キャッシュレス決済に係る取扱手数料につ

いて、一般的な商習慣として納付額から取扱手

数料を差し引いた金額が決済事業者から振り

込まれる。それに対応するため、神戸市会計規

則において、指定納付受託者に納付を委託した

当該歳入等に係る取扱手数料を指定納付受託

者により納付される収入金で繰替払すること

が認められている。 

一方で地方自治法第 210条には「一会計年度

における一切の収入及び支出は、すべてこれを

歳入歳出予算に編入しなければならない。」と

あり、繰替払したときは、これを収入及び支出

に計上しなければならない。 

財務会計事務の手引きにおいて、振替決議書

により、手数料を歳出に計上し、手数料に一時

繰り替えていた使用料収入を歳入に補てんす

る手続が示されている。 

振替決議を行い一切の収入及び支出を決算

に計上すべきである。 

 

 

地方自治法および財務会計事務の

手引きをよく調べずに会計処理した

ため、発生した。 

令和６年度の会計処理は、手引きに

基づき改善の措置を行った。 

 

 

 

措置済 

 

 

 

イ 調定データを削除し正しい決算値とすべき

もの 

  財務会計システムに登録された調定に関す

るデータの確認を怠っていたため、二重調定と

なっている調定データが削除されないまま残

っており、電気料金償還金の調定３件、合計

本件は、令和４年度決算において収

入未済が発生した際、翌令和５年度に

新たに同一調定を立てる対応を行っ

たが、令和４年度の調定データが自動

で繰越処理されていたことに気付か

ず、収入済であるにもかかわらず、収

措置済 
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70,590円が収入済であるにもかかわらず、収入

未済額として誤って決算書に計上されていた。 

（道路管理課） 

決算時において、財務会計システムから収入

未済額が確認できる繰越調定一覧表を出力し、

収入未済となっている調定については調査、確

認等を行う必要がある。二重調定が発見された

場合は取消し漏れがないよう、遅くとも出納閉

鎖までに財務会計システムから削除し、正しい

決算値とすべきである。 

入未済額として誤って決算書に計上

されたものである。 

本件については、正しい決算値の確

定に向け、出納整理期間における二重

調定の確認や不要な調定の削除を徹

底するよう、課内及び周辺所属職員に

周知徹底した。 

なお、誤った調定データについて

は、令和６年 11 月 29 日に削除済で

ある。 

ウ 調定の取消しを適正に行うべきもの 

  神戸市では、住宅の排水設備の工事を施工で

きる工事店及び責任技術者の指定制度を設け

ており、５年ごとに指定を更新している。更新

手続の流れは、まず①申請者が審査手数料を納

付し、その後、管路課にて②申請者から指定の

申請を受け、③審査し、④指定する。 

①の審査手数料の納付では、管路課からの調

定の依頼を受け経営管理課が納付書を作成し、

管路課から申請者に送付しているが、指定期間

を過ぎても更新申請がなく審査を行わなかっ

た場合に、管路課から経営管理課に依頼して調

定を取り消す必要があるところ、取り消されて

いないものが９件、合計 70,000円あった。さら

に、決算整理においても、両課の連携不足によ

り確認が漏れていたため、取消しを行うべき未

収金が誤って決算書に計上されていた。 

（下水道部管路課） 

指定期間を過ぎても納付のなかった手数料

は、不用なものについては、遅くとも年度末ま

でに財務会計システムから削除し、正しい決算

値とすべきであり、両課で連携し、決算事務の

効率的な業務フローを確立すべきである。 

納付書の調定を取消す事務処理が

漏れていた原因は、申請の審査を行う

管路課と調定手続きを行う経営管理

課との連携不足であったことである。

また、連携不足となったのは、これま

で決算時期の繁忙期に調定を取消す

事務処理を行っていたことにある。指

摘事項について、現在では、両課相互

で調定の状況を確実に確認するよう

徹底し、適正な執行管理を行うととも

に、繁忙期を外した９月末、２月末時

点の決算見込みの際にも確認を行っ

ており、事務の改善済みである。 

措置済 

エ 指定管理業務において協定書に基づいた納

期限により納入通知書を発行すべきもの 

  自転車駐車場に係る指定管理業務において

徴収した使用料を翌月の 15 日までに神戸市に

「神戸市立自転車駐車場（中部・

北建設事務所管内）管理運営業務に

関する協定書」第 8条第 3項の規定

に基づき、令和 7年 1月７日に起票

措置済 
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払い込む協定書を道路計画課において指定管

理者と締結しているにもかかわらず、北建設事

務所において、それよりも遅い納期限とした納

入通知書を発行し、使用料の納入が毎月２週間

程度から最大２か月程度遅延していた。 

（北建設事務所） 

現金取扱事務の手引（公金編）において、指

定管理者が徴収した現金を速やかに公金化す

ることは重要であり、徴収した現金の市への払

込期日については、実態を勘案しつつ、月末締

めの場合は翌月 10 日までを目安として適切な

期日を設定するとされている。自転車駐車場に

おいては実態を勘案し、協定書において翌月 15

日までと設定している。 

公金徴収の委託等を伴う事務処理において

は、締結した協定書等を再確認する等、組織と

して効果的なチェック機能体制を改めて見直

し、締結している協定書に基づく納期限による

納入通知書を発行し、指定管理者が徴収した現

金を速やかに公金化すべきである。 

した令和６年度 12月分自転車駐車場

使用料より、納付期限を翌月 15日と

した納入通知書を発行し、指定管理

者からの納付期限内納入を確認して

いる。 

 

(2) 支出に関する事務 

ア 立替払を行わないよう事務処理を適正に行

うべきもの 

  地方自治法第 232条の５第２項に「普通地方

公共団体の支出は、政令の定めるところによ

り、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地

払又は口座振替の方法によってこれをするこ

とができる。」とあり、現行法令上、立替払につ

いては認められていない。 

財務会計事務の手引きでは、立替払は、天災

地変のときや公務出張中等において、緊急やむ

を得ない場合に、正規の手続をとることができ

ないために、一時、職員が経費を立て替えて支

払うことをいい、立替払の制度は、法令上何ら

根拠があるわけではなく、いかなる場合でも許

されるものではないが原則と実務面との調整

を図るためのやむを得ない措置であると説明

している。 

 

（ア）令和７年１月より、現金等管理

マニュアル等に基づき、適正な時期に

前渡金を受領・出金し、職員による立

替が発生しないよう改善した。 

（イ）本件は、手続きを行う職員の知

識不足やその支出方法が正しいとの

思いこみなどが原因で起こった。 

今回の指摘を受け、支出が予定され

ているものは、事前の支出負担行為決

裁を経て適正に事務処理を行い、ま

た、立替払いは「緊急やむを得ない」

事由の場合にのみ適用することを所

属内で周知徹底した。 

また今後は、財務会計事務の手引き

や関係法規等を十分に理解したうえ

でチェック体制も含めて支出事務の

適正な執行を図るとともに、財務会計

 

措置済 
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(ア) 資金前渡（前渡金）の事務処理を適正に行う

べきもの 

公用車等に係る有料駐車場使用料として、毎

月の半ばに、当月分の前渡金として 20,000 円

支出していたが、受領した現金を前渡金管理口

座から出金せず、職員が駐車料金を立て替えて

翌月に精算しており、資金前渡していながら、

経常的に職員の立替による事務処理が行われ

ていた。 

（中央水環境センター管理課） 

同様に前渡金として 10,000 円支出していた

が、受領した現金を前渡金管理口座から出金せ

ず、職員が駐車料金を立て替えて数日後にその

都度精算しているものの、資金前渡していなが

ら、経常的に職員の立替による事務処理が行わ

れていた。        （北建設事務所） 

関係法令、規則等に基づき、常時必要な事務

経費として交付を受ける前渡金（常時保管現

金）は適正な時期に受領し、職員による立替が

生じることのないよう適正に事務処理を行う

べきである。 

(イ) 事前に支出負担行為をすべきもの 

事前の支出負担行為決裁を経ず、立替払に

より支出を行っているが、十分事前に準備を

行うことが可能であると考えられる事例があ

った。 

 

（王子動物園） 

職員による立替が生じることのないよう事

前の支出負担行為決裁を経て、適正に事務処理

を行うべきである。 

事務に関する研修を定期的に実施す

る措置を講じた。 

 

(3) 契約に関する事務 

ア 前金払を行った場合の納品検査を適正に行

うべきもの 

 

前金払として執行した図書の年間

購読について、納品検査が必要な事務

 

措置済 

  件名 執行金額 

Ａ 11月 28日中国人技術者の送迎のため 関西国際空港からのタクシー代 30,610  

Ｂ ２月 26日中国人技術者の送迎のため 関西国際空港からのタクシー代 26,580  

Ｃ １月９日動物（アシカ）移送のためのレンタカー借上料 35,750  
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  図書の年間購読を専決契約し、地方公営企業

法の財務規定等を適用する事業の会計規則第

52条第５号に基づき前金払していたが、納品完

了後の納品検査が行われた記録が不存在であ

った。     （西水環境センター管理課） 

専決調達事務処理マニュアル及びＱ＆Ａで

は、契約の事務処理の流れとして、前金払にお

いても、見積り→発注→納品・履行→検査であ

ることが記載されている。また、納品の事務処

理手順として、納品書を受理した上、検査を行

い、納品検査調書（検査合格報告書）を作成す

ることとされている。 

公金の支出を伴う契約における納品検査の

重要性を認識し、特例的な支出方法である前金

払として執行した契約においても、検査を失念

することなく納品検査調書（検査合格報告書）

を作成、保存すべきである。 

であることを所内会議等で周知徹底

し、今後は納品検査調書（検査合格報

告書）を作成し保存するよう改善し

た。 

イ 前金払又は概算払を行った場合の履行検査

を適正に行うべきもの 

  契約期間を令和５年４月１日～令和６年３

月 31日の１年間とする下記（ア）～（エ）の委

託契約について、支出を相手方との条件として

前金払又は概算払していたが、業務完了後に履

行検査を行った検査調書が作成されていなか

った。 

また、（エ）については、契約書で上半期と下

半期にそれぞれ速やかに前金払で支払うとし

ていたが、相手方からの請求に基づき、上半期

分を 10 月 27 日に、下半期分を３月 13 日に支

払っていた。 

（ア）井吹谷口公園駐車場における利用状況調

査業務（契約金額：990,000円、前金払） 

（イ）苔谷公園体育館の利用調整及び使用料徴

収等業務（契約金額：3,900,000円、前金払） 

（ウ）都市公園等維持管理業務（契約金額：

394,264,200円、概算払） （公園部管理課） 

（エ）大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業建

設委託契約（契約金額：4,021,000円、前金払） 

（ア）～（ウ）当該委託契約について

は、委託業務の執行管理は各所管ライ

ンが担当しているが、事務の効率化の

観点からいずれも管理課事務ライン

で契約事務及び委託料の支払いを行

っている。 

（ア：管理課利活用ライン（現 魅力

創造課）、イ：管理課管理ライン ウ：

整備課） 

履行確認については、委託期間終了

後に提出された業務実績報告書に基

づき、各所管で適切に実施すべきであ

り、各所管において業務実績報告書を

受領後、速やかに検査調書を作成・保

存するよう、部内で周知徹底を図っ

た。 

（エ）前金払の時期については、契約

書に基づき相手方からの請求後、速や

かに処理したものではあるが、結果と

して上半期（９月）を超えた支払いと

なった。次に納品検査調書について

措置済 
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 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

（下水道部経営管理課） 

委託事務の執行の適正化に関する要綱及び

委託契約に関する解説及び記載例において、主

管課長は事務事業終了後速やかに必要な検査

を行わなければならないとしており、検査合格

の場合、業者等の任意様式による履行届の提出

を受けて必要事項を記載し、納品検査調書（検

査合格報告書）を作成するとされている。 

契約を締結した場合においては、契約の適正

な履行を確保するため又はその受ける給付の

完了を確認するため必要な監督又は検査をし

なければならない。公金の支出を伴う契約にお

ける履行検査の重要性を認識し、特例的な支出

方法である前金払や概算払として執行した契

約においても、履行報告書を徴取し、検査を失

念することなく、納品検査調書（検査合格報告

書）を作成、保存すべきである。 

また、（エ）について、神戸市が締結する契約

は、契約の相手方の給付が完了した後に、その

代金を一般支払で支払うのが原則であり、前金

払は金額の確定した債務に対して、相手方の契

約履行前又は支払うべき時期の到来前に債務

金額を支払うもので、経費の性質上前金をもっ

て支払をしなければ事務の取扱いに支障を及

ぼすような経費など、地方自治法施行令及び地

方公営企業法施行令により、一定の場合に限り

認められているものである。 

当初契約時に相手方との協議を十分行って

契約を締結し、前金払とするのであれば、速や

かに請求書の提出を求め、契約に定める適正な

時期に支出できるよう事務処理を行うべきで

ある。 

は、先方より事業完了報告書を受領

後、納品検査調書の作成を失念したも

のである。 

今後の改善策としては、①上半期分

の請求書の発行を４月中に変更し、受

領後速やかに前金払するとともに、②

下半期分を履行確認後に支払う「一般

支払」に変更し、③事業完了報告書の

受領にあわせて納品検査調書を作成

するよう改善する。 

なお、これらの改善については、既

に先方と令和７年１月中に調整済み

であり、令和６年度の下半期分から実

施する。 

ウ 財産の売払いに係る契約手続を適正に行う

べきもの 

  東灘処理場では、施設の改築及び汚泥処理施

設等の運転管理、こうべバイオガスステーショ

ンの運営等を一体で委託しているが、汚泥処理

の過程で発生する消化ガスを高度に精製した

専決契約として売払契約を締結し

ていた委託業者には、施設の改築及び

汚泥処理施設等の運転管理、こうべバ

イオガスステーションの運営等を一

体で委託している。当該契約をこうべ

バイオガスの売払いを含めた契約内

措置方針 
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 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

バイオ天然ガス（こうべバイオガス）について、

委託業者へ売却し、委託業者がこうべバイオガ

スステーションにて自動車燃料として販売し

ている。 

委託業者へのこうべバイオガスの売却にあ

たり、年間予定金額が 50万円（令和５年度実績

額：約 580万円）を大幅に超えていたが、行財

政局契約監理課による契約(以下「経理契約」と

いう。）をせず、センター長の専決契約として売

払契約を締結していた。また、令和６年度は、

同契約をセンター長の専決契約として局長名

で契約していた。 （東水環境センター管理課） 

財産の売払契約は、地方公営企業法施行令及

び神戸市契約規則第 25 条の２で、少額随意契

約の額を 50 万円以下と規定しており、専決規

程別表第６財務会計事務の物品その他の売却

において、所属の専決契約の範囲を 50 万円以

内とし、50万円を超えるものは経理契約を要す

るとしている。また、経理契約を要する財産の

売払いについては、契約締結権限は市長から各

局室長へ委任されていない。 

契約監理課に要求し、経理契約にて市長の権

限により契約を締結するなど、より適切な契約

方法についても検討すべきである。 

容に見直す等、適切な事務処理を図っ

ていく。 

エ 発注を適正に行うべきもの 

  玉津処理場は令和３年４月１日より、処理場

等の運転及び維持管理、物品その他の調達及び

管理等、施設の維持管理業務を包括的に委託し

ているが、委託契約に含まれない業務を発注す

る際に、委託業者に特命随意契約（以下「特命

随契」という。）で発注できるとする「委託先へ

の特命随意契約発注可能要件」（以下「発注可能

要件」という。）を、小修繕の随意契約事務を適

正に執行するための基準である「小修繕契約事

務の執行に関する指針」（以下「小修繕指針」と

いう。）をもとに令和３年 10月にセンター内で

定め、これに基づき、見積合せの必要な下記契

約について、委託業者に特命随契で発注してい

令和６年 12 月 17 日、課内で専決

調達事務における見積徴取について

研修を実施した。 

令和６年 12月 20日、当該「発注可

能要件（令和３年 10月４日決裁 建

西水施第 554号）」を廃案した。 

なお、今回指摘のあった業務ならび

に、その他必要な業務について、次期

包括委託（令和８年度～）に含めるこ

とで準備を進めている。 

措置済 
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 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

た。 

件名：ゴキブリ防除施工 発注金額：165,000

円 発注日：令和５年７月 27日 

（西水環境センター施設課） 

所属では、働き方改革や民間活力の活用な

ど、あくまで業務改革の推進を目的として「発

注可能要件」を設定したとのことであるが、「小

修繕指針」では、対象を小修繕に限っていると

ころ、当該業務など役務も専決契約の範囲であ

る 100万円まで対象として拡大し、委託業者に

特命随契できるとしていた。 

契約手続のルールに反する要件を独自に定

め、これに基づき委託業者へ特命随契するのは

適正と言えない。契約ごとに特命随契の必要性

を判断した上で、適正に発注すべきである。 

(4) 財産管理に関する事務 

ア 備品管理を適正に行うべきもの 

  備品について、適正な手続がされていない事

例があった。 

物品は、原則として金銭によって取得され、

又は金銭を取得する手段ともなりうるもので

ある。物品の取扱いにあたっては、物品の重要

性を十分認識し、適正に管理していく必要があ

る。 

物品の管理において、紛失等が無いか確認す

るためにも、受け入れた段階で、適正な管理簿

への記載等を行い、組織的な確認を行うように

すべきである。 

(ア) 物品管理簿及び財産に関する調書へ記載す

べきもの 

動物病院で使用するＤＲ（デジタルＸ線検

査）機器 10,010,000円など下表の合計 11品目

42,603,000円について、物品管理簿へ記載され

ていなかった。 

あわせて、令和５年度決算における財産に関

する調書に重要物品として報告されていなか

った。  

 

 

本件は、備品の受領にかかる手続き

について事務を行う職員の知識が不

足していたため起こったものである。 

今回の指摘を受け、物品管理簿への

登録を遅滞なく行うことを周知徹底

するとともに、今後職員が適正に事務

を執行できるよう、財務会計事務に関

する研修を定期的に実施する措置を

講じた。 

また、適正に管理されていなかった

備品について、財務会計システム内で

適正な修正を行った。 

なお、同様の事例がないか現在再点

検を行っているところであり、発見し

た場合はすみやかに物品管理簿への

登録を行う。 

 

 

措置済 
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（王子動物園） 

神戸市物品会計規則第８条によると、物品管

理者は、物品の受領又は交付の都度、物品管理

員をして物品管理簿に記載させなければなら

ない、また、同規則第 17条によると、備品のう

ち、取得価額が、１件 1,000,000円以上の備品

である重要な物品については、前年度における

異動及び年度末における現在高を調査し、会計

管理者に報告しなければならない、とされてい

る。 

管理簿への記載を行い、組織として、正確な

数量を把握し、決算において財産に関する調書

に重要物品として報告すべきである。 

(イ) 物品管理簿に適正な記載をすべきもの 

Ａ 購入した乾燥機１台（購入価格 69,080円）

について、物品管理簿の記載が 75,460円（リ

サイクル運搬料等込）となっていた。 

（西部建設事務所） 

Ｂ 購入したカメラ１台（購入価格 税抜

48,900円 税込 53,790円）、耕運機１台（税

抜 49,900円  税込 54,890円）について、物

品管理簿に記載されていなかった。 

（王子動物園） 

同規則第３条第１号に規定する備品とは、そ

の性質・形状を変えることなく、おおむね１年

を超えて使用に耐えるもので、取得価格が税込

50,000円以上のものとされ、諸経費は含まれな

  備品名 数量 金額 

1 ＤＲ（デジタルＸ線検査）機器 1 10,010,000  円 

2 大型動物用麻酔器 1 5,500,000  円 

3 動物用心電図自動解析装置 1 1,650,000  円 

4 動物用超音波手術器 1 4,400,000  円 

5 動物用生体情報モニタ 1 3,520,000  円 

6 シーリングシステム(手術支援器具） 1 1,760,000  円 

7 動物用細径内視鏡システム 1 1,980,000  円 

8 移動式免疫発光測定装置 1 3,289,000  円 

9 回診用レントゲン撮影装置 1 4,180,000  円 

10 超音波診断装置 1 5,060,000  円 

11 全自動血球計数機 1 1,254,000  円 
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 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

い。 

同規則に基づき適正に物品管理簿に記載す

べきである。 

(ウ) 誤データを削除し正しい物品管理簿とすべ

きもの 

物品を購入した際に物品管理簿に誤って二

重に登録をし、二重となった備品データが削除

されないまま残っている事例があった。 

Ａ 乾燥機１台     （西部建設事務所） 

Ｂ カメラ１台    （王子動物園） 

自主監査において「前月に備品の異動があっ

た場合、備品管理簿により、掲載内容と現品の

保管状況を確認しているか」とされている。 

物品管理者は備品の異動があった場合、適

宜、正しく記載・保管できているか確認し、物

品管理簿を速やかに修正すべきである。 

イ 借用物品に関する物品管理を適正に行うべ

きもの 

  下記の物品について、借用期間が３か月を超

える物品賃貸借契約を締結しているが、借用物

品管理簿への記載がなされていなかった。 

自転車・原付保管料領収書発行機（賃借期間 

令和６年３月１日～令和 11年２月 28日） 

（道路計画課） 

生化学自動分析装置（賃借期間 令和５年９

月１日～令和６年３月 31日） 

自動体外式除細動器（賃借期間 平成 31年４

月１日～令和６年３月 31日） 

入園券自動券売機等（賃借期間 令和３年 12

月 16日～令和６年 11月 30日） 

生化学自動分析装置（賃借期間 令和５年４

月１日～令和６年３月 31日） 

駐車場自動料金徴収装置（賃借期間 令和５

年４月１日～令和６年３月 31日） 

電話機等（賃借期間 令和５年４月１日～令

和６年３月 31日）      （王子動物園） 

神戸市物品会計規則第９条第４号には、物品

管理簿記載の省略ができるものとして、「借用

本件は、使用中の借用物品に借用物

品番号票を付けて整理しなければな

らないところ、備品の借用にかかる手

続きについて事務を行う職員の知識

が不足していたため起こったもので

ある。 

今後は、借用物品管理簿への記載を

行うとともに、職員の認識不足を解消

するため、財務会計事務に関する研修

を定期的に実施する措置を講じた。 

措置済 
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期間が３か月以内である借用物品」と示されて

おり、また、同規則第 10条の２に、物品管理者

は、その使用中の借用物品に借用物品番号票を

付けて整理しなければならないとされている。 

物品の管理において、それが所有している物

品なのか借用している物品なのかを明確にす

ることは、その期間が長期に渡る場合もあり、

極めて重要である。受け入れた段階で、適正な

管理簿への記載等を行い、組織的な確認を行う

ようにすべきである。 

(5) その他の事務 

ア 文書移管を適正に行うべきもの 

  令和５年度の組織改正により事務が移管さ

れたが、文書管理・電子決裁システムにおいて、

令和４年度以前の文書が旧所属の簿冊に保存

されたままとなっていた。 

(ア) 中央水環境センターから東水環境センター

に事務移管されたポートアイランド処理場関

連の文書（中央水環境センター管理課・施設課） 

(イ) 企画課、魅力創造課、整備課に事務移管され

た計画課の文書       （公園部企画課） 

同システムによる公文書の事務処理につい

ては、毎年度、行財政局総務課長より発出され

る「保存期間満了文書の文書管理システム処理

及び廃棄等措置について（依頼）」の中で、業務

が移管された場合の対応等について記載され

ている。 

文書移管しなければ、移管先の部署で当該文

書の閲覧や保存期間満了後の廃棄等を行うこ

とができないため、速やかに移管すべきであ

る。 

 

（ア）令和７年１月から２月にかけて

中央水環境センターの簿冊に保存さ

れていた文書を、東水環境センターに

適正に移管した。 

（イ）旧公園部計画課は令和６年度に

組織改正され、業務の一部が整備課お

よび魅力創造課に移管された。これを

受け、今年度に入ってから指摘の通知

に従い過年度全てにわたる簿冊を各

課へ移管完了させていたが、支出・調

停関係など３課の文書がまとめて保

管されている簿冊については、企画課

の簿冊として保存したままであった。 

令和６年 12 月に、平成 28 年度の

簿冊まで遡り該当文書の確認を行い、

担当課の簿冊の作成、収納を行い、各

所管課と調整の上、簿冊移管を完了さ

せた。 

今後はマニュアルに沿い、組織改正

前に各課の簿冊を作成したうえで、各

文書をそれぞれに収納し、各簿冊を移

管する。 

 

措置済 
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○ 指 摘 事 項 

(1) 契約に関する事務 

ア 専決契約による物品調達等において、契約書

を作成、締結すべきもの 

行事に使用するための椅子（200 台）他を、

合計金額 1,475,100円で令和６年２月６日に発

注していた。納入期限が令和６年３月 12 日で

履行期間が 30日超であったが、契約書を作成、

締結することなく、発注書のみで物品調達を行

っていた。           （振興課） 

神戸市契約規則第 23条で、契約金額が 100万

円超かつ履行期間が 30 日を超える場合は、契

約書を作成することとなっている。 

また、令和６年１月１日付で、「神戸市長の権

限に属する事務の専決規程の改正」により物品

調達等の専決契約の上限額が 100万円以下から

160 万円以下に引き上げられたが、改正に伴う

通知文にも、その旨が記載されている。 

当該上限額の引上げについては、調達に係る

契約事務の迅速化及び業務効率化を図ること

が目的とされている。しかし、特に契約金額が

高額でかつ履行期間が長期間である調達につ

いては、錯誤による発注や納品、また、遅延等

の事故に確実に対応できるよう、同規則に基づ

き契約書を作成、締結すべきである。 

 

 

契約金額が 100万円を超え、且つ履

行期限が 30日を超えていたが、神戸

市契約規則第 23条の認識不足で、契

約書を作成することなく物品調達を

行っていた。 

今後は、契約規則に基づき、契約金

額が高額で且つ履行期間が長期間で

ある物品調達においては、契約書を作

成、締結するよう令和７年３月 13 日

に局内へ周知した。 

 

 

措置済 

 

イ 見積書提出に係る辞退の意思表示を明確に

した上で、事業者決定の記録を保存すべきもの   

物品調達等に係る見積合せを行うにあたり、

数者へ見積書の提出を依頼し、見積合せを行っ

ていたが、一部において事業者名に「辞退」と

の記載のみで、辞退届や辞退した経緯の記録

が、決裁に添付がないまま事業者決定の意思形

成が行われていた。     （港湾計画課） 

専決調達事務処理マニュアル及びＱ＆Ａに

おいて、見積合せ依頼後に辞退者が出た場合

は、辞退届（様式任意）を提出してもらってく

ださい。提出できないと言われた場合は、書類

を提出できない旨及び確認日、対応した相手の

先方からは、見積り提出期限までに

辞退届を提出いただいていたが、調達

事務処理マニュアル及びＱ＆Ａにつ

いての認識が不足していたため、辞退

届や辞退した経緯の記録が決裁に添

付されないままに、意思形成を行って

いた。今後は、調達事務処理マニュア

ル及びＱ＆Ａについての認識を深め、

必ず辞退届や辞退した経緯の記録を

決裁に添付し、意思形成を行うことを

徹底するよう令和７年３月 13 日に局

内へ周知した。 

措置済 



 

令和６年度財務定期監査（監査対象：港湾局） 

 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

担当者名などを記載した、経緯が分かるものを

作成し、その他の辞退届とともに添付して所属

長等の決裁を得てくださいと説明している。 

辞退届の受領や辞退の経緯が分かるものを

作成することは、見積り提出の「辞退」が対象

者の意思表示であったことを明確にするため

に極めて重要である。その上で、それらの書類

を決裁に添付し、決裁者が事業者決定に係る判

断や意思形成を行うという適正な契約事務を

実施し、その記録を保存すべきである。 

(2) 財産管理に関する事務 

ア 委託業務に係る物品の管理に係る手続きを

適正に行うべきもの  

「港湾幹線道路及び摩耶大橋料金徴収業務

等」の委託契約を締結していたが、令和５年度

に購入した下記の備品について、台帳に登録さ

れていなかった。 

備 品 名 数量 金 額 

コピー複合機 ４台 286,000円 

           （神戸港管理事務所） 

委託契約書の施設等の維持管理に関する仕

様書第１-４では、乙（受託者）は、備品管理簿

を備え、購入、廃棄、破損等の際は、速やかに

甲（神戸市）へ報告を行うこととされており、

また、甲からの委託料により購入した備品の所

有権は、甲に帰属し、乙は、備品を神戸市物品

会計規則に基づき、管理することとしている。 

委託業務に係る物品の管理において、それが

市所有であるのか、もしくは受託者所有である

のかを明確にすることは、極めて重要である。

受け入れた時点で受託者において管理簿へ記

載し、事業終了後速やかに検査を行い組織的な

確認を実施すべきである。 

 

 

 

 

 

 委託事業者が委託料により購入し

た備品については、委託先から備品の

購入、廃棄、破損等の報告が本市にあ

った際、速やかに物品会計規則に基づ

く本市の物品管理簿へ記載し、管理す

る事務処理を徹底するよう令和７年

３月 13日に局内へ周知した。 

 また、備品管理簿については、現在

の委託期間（令和７年９月 30 日）が

満了するまでに、委託事業者とともに

備品の確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和６年度財務定期監査（監査対象：港湾局） 

 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

○ 意  見 

(1) 親睦会費の定期的なチェックにおける、他の

係長級以上の職員による実施について 

親睦会費については、本来私金であるが、そ

の預金通帳について、所属長及びその直近上位

の上司による定期的なチェックが実施されて

いた。しかし、預金通帳の口座名義人であり、

通帳の登録印を保管している所属長のみが自

ら確認を行っていた。 

現金等管理マニュアルでは、所属長が、少な

くとも毎年度３回、通帳原本で入出金状況を確

認すること。ただし、所属長あるいは庶務担当

課長が口座名義人や通帳管理者となっている

場合は、他の係長級以上の職員が行うことと説

明している。 

親睦会費については、同マニュアルにおいて

も、保管現金・郵便切手類とは別に単独の項目

で説明されており、特に重要な取扱いとなって

いる。定期的なチェックは他の係長級以上の職

員が実施し、複数の職員で確認を行った記録を

保存されたい。    （経営企画課、経営課） 

 

保有している親睦会の管理におい

て、所属長が口座名義人や通帳管理者

となっていたが、認識不足により、定

期的なチェックを所属長自ら実施し

ていた。 

今後は、現金等管理マニュアルに基

づき、定期的なチェックの際は、複数

の職員で実施し、その記録を保存する

よう、令和７年３月 13 日に局内へ周

知した。 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


